
 
 

附 

則 

（

適

用

時

期

） 

第

一

条 
こ

の

告

示

は

、

令

和

五

年

三

月

三

十

一

日

か

ら

適

用

す

る

。 

（

農

業

協

同

組

合

等

に

お

け

る

バ

ン

キ

ン

グ

勘

定

と

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

勘

定

の

境

界

に

係

る

届

出

に

関

す

る

経

過

措

置)
 

第

二

条 

農

業

協

同

組

合

法

第

十

条

第

一

項

第

三

号

の

事

業

を

行

う

農

業

協

同

組

合

及

び

農

業

協

同

組

合

連

合

会

（

以

下

「

組

合

」

と

い

う

。

）

は

、

こ

の

告

示

の

適

用

の

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。

）

前

に

お

い

て

も

、

こ

の

告

示

に

よ

る

改

正

後

の

農

業

協

同

組

合

等

が

そ

の

経

営

の

健

全

性

を

判

断

す

る

た

め

の

基

準

（

以

下

「

新

農

協

告

示

」

と

い

う

。

）

第

七

条

の

十

五

又

は

第

十

六

条

の

十

五

の

規

定

の

例

に

よ

り

、

バ

ン

キ

ン

グ

勘

定

と

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

勘

定

の

境

界

に

関

す

る

届

出

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

届

出

は

適

用

日

に

お

い

て

第

七

条

の

十

五

又

は

第

十

六

条

の

十

五

の

規

定

に

よ

り

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。 

（

農

業

協

同

組

合

等

に

お

け

る

標

準

的

方

式

を

用

い

る

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

・

デ

ス

ク

の

届

出

に



 
 

関

す

る

経

過

措

置

） 
第

三

条 

前

条

の

規

定

は

、

標

準

的

方

式

（

新

農

協

告

示

第

一

条

第

十

一

号

の

四

に

規

定

す

る

標

準

的

方

式

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

用

い

る

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

に

関

す

る

届

出

を

行

う

組

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

前

条

中

「

第

七

条

の

十

五

又

は

第

十

六

条

の

十

五

」

と

あ

る

の

は

「

第

二

百

四

十

六

条

の

九

の

七

」

と

、

「

バ

ン

キ

ン

グ

勘

定

と

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

勘

定

の

境

界

」

と

あ

る

の

は

「

標

準

的

方

式

を

用

い

る

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

・

デ

ス

ク

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

（

農

業

協

同

組

合

等

に

お

け

る

内

部

モ

デ

ル

方

式

を

用

い

る

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

・

デ

ス

ク

の

承

認

申

請

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

四

条 

組

合

は

、

適

用

日

前

に

お

い

て

も

、

新

農

協

告

示

第

二

百

四

十

六

条

の

九

の

四

の

規

定

の

例

に

よ

り

、

内

部

モ

デ

ル

方

式

（

新

農

協

告

示

第

一

条

第

十

一

号

の

二

に

規

定

す

る

内

部

モ

デ

ル

方

式

を

い

う

。

次

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

用

い

る

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

・

デ

ス

ク

に

関

す

る

承

認

の

申

請

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 



 
 

２ 

行

政

庁

は

、

適

用

日

前

に

お

い

て

も

、

組

合

が

前

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

承

認

の

申

請

を

行

っ

た

場

合

に

は

、

新

農

協

告

示

第

二

百

四

十

六

条

の

九

の

五

の

規

定

の

例

に

よ

り

承

認

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

適

用

日

以

前

に

与

え

ら

れ

た

承

認

は

、

適

用

日

に

お

い

て

新

農

協

告

示

第

二

百

四

十

六

条

の

九

の

五

の

規

定

に

よ

り

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。 

（

農

業

協

同

組

合

等

に

お

け

る

内

部

モ

デ

ル

方

式

の

承

認

申

請

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

五

条 

前

条

の

規

定

は

、

内

部

モ

デ

ル

方

式

の

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

組

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

一

項

中

「

第

二

百

四

十

六

条

の

九

の

四

」

と

あ

る

の

は

「

第

二

百

四

十

六

条

の

十

の

二

」

と

、

「

内

部

モ

デ

ル

方

式

に

係

る

ト

レ

ー

デ

ィ

ン

グ

・

デ

ス

ク

」

と

あ

る

の

は

「

内

部

モ

デ

ル

方

式

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

第

二

百

四

十

六

条

の

九

の

五

」

と

あ

る

の

は

「

第

二

百

四

十

六

条

の

十

の

三

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

（

農

業

協

同

組

合

等

に

お

け

る

損

益

要

因

分

析

テ

ス

ト

に

基

づ

く

マ

ー

ケ

ッ

ト

・

リ

ス

ク

相

当

額

の

算

出

に

係

る

経

過

措

置

） 

第

六

条 

内

部

モ

デ

ル

方

式

採

用

組

合

（

新

農

協

告

示

第

一

条

第

十

一

号

の

三

に

規

定

す

る

内

部



 
 

モ

デ

ル

方

式

採

用

組

合

を

い

う

。

）

は

、

新

農

協

告

示

第

二

百

四

十

六

条

の

十

二

の

八

第

三

項

か

ら

第

六

項

ま

で

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

適

用

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

経

過

す

る

ま

で

の

間

は

、

損

益

要

因

分

析

テ

ス

ト

（

新

農

協

告

示

第

一

条

第

九

十

三

号

に

規

定

す

る

損

益

要

因

分

析

テ

ス

ト

を

い

う

。

）

に

お

い

て

、

レ

ッ

ド

・

ゾ

ー

ン

又

は

ア

ン

バ

ー

・

ゾ

ー

ン

に

分

類

し

た

場

合

に

は

、

当

該

分

類

を

グ

リ

ー

ン

・

ゾ

ー

ン

に

分

類

し

た

も

の

と

み

な

し

て

、

マ

ー

ケ

ッ

ト

・

リ

ス

ク

相

当

額

を

算

出

す

る

も

の

と

す

る

。 

 


